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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
飛翔害虫忌避成分として、炭素数が４～７のアルコキシ又はシクロアルコキシ酢酸のアリ
ルエステル化合物、及びフェノキシ酢酸のアリルエステル化合物から選ばれた１種又は２
種を含有することを特徴とする飛翔害虫忌避剤。
【請求項２】
炭素数が４～７のアルコキシ又はシクロアルコキシ酢酸のアリルエステル化合物が、イソ
アミルオキシ酢酸のアリルエステル、又はシクロヘキシルオキシ酢酸のアリルエステルで
あることを特徴とする請求項１記載の飛翔害虫忌避剤。
【請求項３】
更に飛翔害虫忌避成分として、シトロネラール、シトロネロール、シトラール、リナロー
ル、テルピネオール、メントール、メンタン、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、カンフ
ェン、メチルサリシレート、シトロネラ油、シナモン油、ユーカリ油、レモンユーカリ油
、ヒバ油から選ばれた１種又は２種以上を配合してなることを特徴とする請求項１又は２
記載の飛翔害虫忌避剤。
【請求項４】
飛翔害虫忌避成分を０．５～５．０重量％、界面活性剤を３．０～１２重量％、低級アル
コールを２．０～１０重量％及び水を含有してなることを特徴とする請求項１ないし３の
いずれか記載の飛翔害虫忌避剤。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、飛翔害虫忌避剤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、蚊、蚋、ユスリカなどの飛翔害虫に対して、ディート（Ｎ，Ｎ－ジエチル－トルア
ミド）を含む忌避剤を皮膚表面に塗布する方法が汎用されてきたが、ディートは通常の香
料成分と比べると揮散性が幾分低いために空間的な忌避効果は期待できない。
そこで、忌避成分として揮散性の天然精油やその組成成分を利用しようとする提案がいく
つかある。例えば、シトロネラ油やその主成分であるシトロネラールが蚊に対して忌避効
果を示すことはよく知られており、アメリカではシトロネラ油を有効成分として含有する
キャンドルが市販された。しかしながら、キャンドルの熱を利用してシトロネラールを放
散させる方法はシトロネラールの揮散効率が悪く、実用的な忌避効果を奏しえない。
また、特開２００２－１７３４０７号公報には、シトロネラ油の外、オレンジ油、カシア
油などから選ばれた天然精油を有効成分とする飛翔害虫忌避剤が記載され、更に、特開２
００３－２０１２０３号公報には、害虫忌避成分（Ａ）として、シトロネラールと、ター
ピネオール、メントール、リモネン、ゲラニオール、シトロネロール、カンフェン等から
選ばれる１種又は２種以上とを含み、害虫忌避成分（Ａ）中におけるシトロネラールの含
有量が２～１０質量％である害虫忌避剤揮散組成物が開示されている。これらの忌避剤は
、天然産志向と安全性への配慮を謳っているものの、その忌避効果は必ずしも満足のいく
ものではない。
【特許文献１】特開２００２－１７３４０７号公報
【特許文献２】特開２００３－２０１２０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
本発明は、シトロネラールよりも有用な害虫忌避成分を含有し、飛翔害虫に対して優れた
忌避効果を示す飛翔害虫忌避剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記目的を達成するため、本発明は以下の構成を採用する。
（１）飛翔害虫忌避成分として、炭素数が４～７のアルコキシ又はシクロアルコキシ酢酸
のアリルエステル化合物、及びフェノキシ酢酸のアリルエステル化合物から選ばれた１種
又は２種を含有する飛翔害虫忌避剤。
（２）炭素数が４～７のアルコキシ又はシクロアルコキシ酢酸のアリルエステル化合物が
、イソアミルオキシ酢酸のアリルエステル、又はシクロヘキシルオキシ酢酸のアリルエス
テルである（１）記載の飛翔害虫忌避剤。
（３）更に飛翔害虫忌避成分として、シトロネラール、シトロネロール、シトラール、リ
ナロール、テルピネオール、メントール、メンタン、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、
カンフェン、メチルサリシレート、シトロネラ油、シナモン油、ユーカリ油、レモンユー
カリ油、ヒバ油から選ばれた１種又は２種以上を配合してなる（１）又は（２）記載の飛
翔害虫忌避剤。
（４）飛翔害虫忌避成分を０．５～５．０重量％、界面活性剤を３．０～１２重量％、低
級アルコールを２．０～１０重量％及び水を含有してなる（１）ないし（３）のいずれか
記載の飛翔害虫忌避剤。
【発明の効果】
【０００５】
本発明の飛翔害虫忌避剤は、飛翔害虫忌避成分として有用なアリルエステル化合物を含有
し、飛翔害虫に対してシトロネラールに勝る忌避効果を示すので、その実用性は極めて高
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い。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
本発明で用いる炭素数が４～７のアルコキシ又はシクロアルコキシ酢酸のアリルエステル
化合物、及びフェノキシ酢酸のアリルエステル化合物は、香料成分として公知であるが、
忌避効果についてはほとんど知られていない。しかるに、本発明者らは繰り返し試験を行
い、その結果に基づき当該アリルエステル化合物の高い飛翔害虫忌避効果を新たに知見し
たものである。
当該アリルエステル化合物としては、イソブチルオキシ酢酸のアリルエステル、セカンダ
リーブチルオキシ酢酸のアリルエステル、ｎ－アミルオキシ酢酸のアリルエステル、イソ
アミルオキシ酢酸のアリルエステル、ネオペンチルオキシ酢酸のアリルエステル、イソヘ
キシルオキシ酢酸のアリルエステル、３－エチルアミルオキシ酢酸のアリルエステル、シ
クロペンチルオキシ酢酸のアリルエステル、シクロヘキシルオキシ酢酸のアリルエステル
、シクロヘプチルオキシ酢酸のアリルエステル、フェノキシ酢酸のアリルエステルなどが
あげられ、なかんずくイソアミルオキシ酢酸のアリルエステル、シクロヘキシルオキシ酢
酸のアリルエステル、フェノキシ酢酸のアリルエステルは忌避効果が高く、かつ入手しや
すいので好適である。
これらの化合物は、蚊などの飛翔害虫に対し常温揮散性のピレスロイド系殺虫成分のよう
な速効的なノックダウン効果を示さないものの、人畜に対して比較的安全性が高く同時に
芳香感も奏しえるというメリットがある。
【０００７】
上記アリルエステル化合物には更に飛翔害虫忌避成分として、他の天然精油や天然もしく
は合成香料、例えばシトロネラール、シトロネロール、シトラール、リナロール、テルピ
ネオール、メントール、メンタン、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、カンフェン、メチ
ルサリシレート、ピネン、リモネン、ゲラニオール、ボルネオール、ゲラニルフォーメー
ト、シトロネラ油、シナモン油、ユーカリ油、レモンユーカリ油、ヒバ油、ラベンダー油
、オレンジ油、グレープフルーツ油、シダーウッド油、ゼラニウム油、タイムホワイト油
、ハッカ油などから選ばれた１種又は２種以上を配合してもよい。これらの中では、シト
ロネラール、シトロネロール、シトラール、リナロール、テルピネオール、メントール、
メンタン、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、カンフェン、メチルサリシレート、シトロ
ネラ油、シナモン油、ユーカリ油、レモンユーカリ油、ヒバ油が忌避効果の点で好ましい
。
【０００８】
本発明の飛翔害虫忌避剤は、上記アリルエステル化合物を含む飛翔害虫忌避成分のみで構
成しても構わないが、通常各種の成分を加えて種々の形態に調製される。そして、飛翔害
虫忌避成分の忌避剤全体量に対する比率は、忌避剤の形態によっても異なるが、例えば液
状のような場合、０．５～５．０重量％程度に設定するのが好ましい。０．５重量％未満
であると忌避効果が十分でなく、一方５．０重量％を超えると匂いが強くなりすぎるので
実用的でない。また、ゲル状体にあっては、飛翔害虫忌避成分の配合量は、０．５～１０
重量％程度が適当である。
【０００９】
本発明の飛翔害虫忌避剤は、忌避効果と人畜に対する安全性に支障を来たさない限りにお
いて、緑茶抽出物や柿抽出物のような植物由来の消臭成分や、香調の調整のために他の芳
香成分を配合してもよい。例えば、「緑の香り」と呼ばれる青葉アルコールや青葉アルデ
ヒド等を添加してリラックス効果を付与することができる。
また、常温揮散性のピレスロイド系殺虫成分、例えば、エムペントリン、２，３，５，６
－テトラフルオロベンジル－２，２－ジメチル－３－（２，２－ジクロロビニル）シクロ
プロパンカルボキシレート［トランスフルトリン］、４－メチル－２，３，５，６－テト
ラフルオロベンジル－２，２－ジメチル－３－（１－プロペニル）シクロプロパンカルボ
キシレート、４－メトキシメチル－２，３，５，６－テトラフルオロベンジル－２，２－
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ジメチル－３－（１－プロペニル）シクロプロパンカルボキシレートなどを添加すれば忌
避効果を増強させることも可能となる。
【００１０】
本発明の飛翔害虫忌避剤は、使用場面のニーズに合わせて、液状、ゲル状、固形状、シー
ト状など種々の形態を採用しうる。
液剤を調製するにあたっては、水のほか、エタノール、イソプロパノールのような低級ア
ルコール、プロピレングリコールのようなグリコール、ジエチレングリコールモノブチル
エーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルのようなグリコールエーテル系水
溶性有機溶剤、脂肪族もしくは芳香族炭化水素系溶剤や、界面活性剤、可溶化剤、分散剤
が適宜用いられる。
また、ゲル状体の調製に用いられるゲル化剤としては、カラギーナン、キサンタンガム、
ジェランガム、ゼラチン、オクチル酸アルミニウム、１２－ヒドロキシステアリン酸など
があげられる。
一方、パルプ、リンター、レーヨン等のセルロース製担体、ケイ酸塩、シリカ、ゼオライ
ト等の無機多孔質担体、トリオキサン、アダマンタン等の昇華性担体に、飛翔害虫忌避成
分を必要ならば溶剤等とともに含浸させて固形状、シート状、粒状等の飛翔害虫忌避剤を
調製することができる。
なお、安定化剤、ｐＨ調整剤、着色剤などを適宜配合してもよいことはもちろんである。
【００１１】
次に、液状形態の飛翔害虫忌避剤について詳述する。
処方としては、飛翔害虫忌避成分を０．５～５．０重量％、界面活性剤を３．０～１２重
量％、低級アルコールを２．０～１０重量％及び水を含有してなる水性液剤が好ましく、
この忌避剤は、吸液芯を介して吸液素材の蒸発部に導き飛翔害虫忌避成分を空間に放散さ
せる方式や、スプレー方式、あるいは噴射剤を伴ってエアゾール方式に好適に適用される
。
【００１２】
界面活性剤は、飛翔害虫忌避成分の安定性と放散性の点から、高級アルキルアミンオキサ
イド系界面活性剤と非イオン系界面活性剤が併用されるのが好ましい。
高級アルキルアミンオキサイド系界面活性剤としては、例えばラウリルアミンオキサイド
、ステアリルアミンオキサイド、ラウリル酸アミドプロピルジメチルアミンオキサイドな
どがあげられ、一方、非イオン系界面活性剤としては、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油
、ポリオキシエチレン高級アルキルエーテル（ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポ
リオキシエチレンオレイルエーテル）、ポリオキシエチレン高級脂肪酸エステル、ポリオ
キシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなどを例示できる。
界面活性剤が３．０重量％未満であると飛翔害虫忌避成分の可溶化が劣り、１２重量％を
越えると飛翔害虫忌避成分の放散性に影響を及ぼす恐れがある。
【００１３】
低級アルコールとしては、エタノール又はイソプロパノールが代表的で、エタノールが性
能的に好ましい。低級アルコールの配合量が２．０重量％未満の場合、高級アルキルアミ
ンオキサイド系界面活性剤との相溶性が劣り、一方１０重量％を超えると火気に対する危
険性が増大し、消防法上の非危険物に該当しない場合が生ずる。
【００１４】
こうして得られた飛翔害虫忌避剤は、例えば吸液芯を有する容器本体に充填され、吸液芯
を介して飛翔害虫忌避成分を空間に放散させる方式に適用される。
ここで、容器本体は、その材質や構造に特に制限はなく、例えばプラスチック、ガラス、
陶器製などがあげられる。内部の液量を視認できる透明ないし半透明のプラスチックある
いはガラス容器が好ましく、表面をダイアカットやボヘミアンカット状に加工してもよい
。通常、容器本体の容量としては５０ないし３００ｍＬ程度のものが実用的である。そし
て、容器本体の底部は、液剤が残りなく吸い上げられるように、後記する吸液芯の当接部
を幾分凹状に構成するのがよい。
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この容器本体上部の開口部には吸液芯を保持する中栓が冠着される。中栓はプラスチック
製が好ましく、また、開口部冠着位置から下方に向けて筒状に形成し吸液芯を挿入するよ
うにすれば、吸液芯を確実に保持できるのでより好適である。
【００１５】
吸液芯は、忌避剤に対して安定でかつ毛細管現象で水溶液を吸液するものであり、具体的
な材質として例えばナイロン、ポリエステルなどのプラスチック繊維、天然繊維、木材な
どがあげられる。このうちプラスチック繊維又は天然繊維製フェルト吸液芯が使いやすく
、外径３～１０ｍｍ程度の棒状もしくは撚芯状に形成して使用に供される。
【００１６】
通常、吸い上げた忌避剤を放散させる蒸発部が吸液芯の上部に設けられる。蒸発部の構造
はフェルトもしくはシート状であり、またその材質としては吸液芯の場合と同様、例えば
ナイロン、ポリエステルなどのプラスチック繊維、天然繊維、木材などを使用できる。こ
のうちプラスチック繊維又は天然繊維製のフェルトもしくはシート状のものが好ましく、
厚み２～１５ｍｍで、表面積が１０～６０ｃｍ2の略円形に成型し、これを吸液芯の頂面
に当接するように配設すれば、吸い上げられた忌避剤は吸液芯から蒸発部に移行し、ここ
から徐々に空中に放散する。蒸発部の表面積が１０ｃｍ2未満であると蒸発量が低くなる
傾向があるし、一方６０ｃｍ2を超えると蒸発量過多となって持続性に問題を生じる場合
がある。通常、忌避剤の１日あたりの空中への蒸発量を１～８ｍＬとし、有効持続時間は
１～２ケ月に調整される。
また、蒸発部支持体を付設したり、蒸発部に指などが触れないように蒸発部をカバーする
メッシュ状の蓋部材を備えるのが一般的である。
更に、インテリア性を付与するために、蒸発部支持体を介して布又はプラスチック製の造
花を装填してもよい。造花は、アジサイ、スズラン、バラ、除虫菊、アイビーなど、各種
の草花を模して作製され、見かけの体積は２００～１５００ｃｍ3程度がよい。
【００１７】
飛翔害虫忌避剤がゲル状体や固形状、シート状等の場合も常法に従って調製することがで
き、使用目的や使用場面に適した製剤（ファン式虫よけ器具、防虫カーテン等）に適用し
て飛翔害虫忌避成分を効率よく空間に放散させることができる。
このように、本発明の飛翔害虫忌避剤は、リビングや和室、玄関などの室内、倉庫、飲食
店、キャンプなどで、アカイエカ、チカイエカ、ヒトスジシマカなどの蚊類、蚋、ユスリ
カ類、ハエ類、チョウバエ類、イガ類などの飛翔害虫に対して実用的な忌避効果を奏する
ものである。そして、本発明の飛翔害虫忌避剤によれば、１ケ月ないし２ケ月間の長期間
にわたり、実用的な忌避効果と同時に芳香感を満喫することができ、更に、造花を装填し
てリビングや玄関に設置すれば、インテリア性が付与され花の観賞をも楽しめるのでその
実用性は極めて高い。
【００１８】
次に具体的な実施例に基づき、本発明の飛翔害虫忌避剤について更に詳細に説明する。
【実施例１】
【００１９】
図１は本発明の飛翔害虫忌避剤（液剤形態）を適用した使用形態の断面図を示す。
イソアミルオキシ酢酸のアリルエステル１．１重量％、シトロネラール０．９重量％、ラ
ウリルアミンオキサイド１．２重量％、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油１．６重量％、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル３．０重量％、エタノール７．０重量％、消臭剤と
しての緑茶抽出成分１．0重量％、クエン酸０．０２重量％、及び精製水８４．１８重量
％を含有する本発明の飛翔害虫忌避剤（１）を調製した。なお、この水性の忌避剤は、消
防法上の非危険物に該当した。
本発明の飛翔害虫忌避剤（１）１３０ｇを透明ポリエステル容器本体２に充填し、その上
部開口部に、外径７ｍｍで棒状のフェルト製吸液芯３を挿通した中栓４を冠着させた。蒸
発部支持体５に設置された、厚さ５ｍｍ、直径５．２ｃｍの円盤状のフェルト製蒸発部６
を、吸液芯３の頂面に当接させて取り付けた。更に、その上方に蒸発部支持体５を介して
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見かけの体積が３５０ｃｍ3でアイビーを模したプラスチック製の造花７を装填し、置型
の虫よけ器具を作製した。
この虫よけ器具を玄関のサイドボード上に置いて使用したところ、約２ケ月間にわたり芳
香感を満喫できるとともに、蚊に悩まされることはなかった。また、アイビーのグリーン
は玄関にマッチし、インテリア性にも優れたものであった。
【実施例２】
【００２０】
シクロヘキシルオキシ酢酸のアリルエステル１．５ｇ、ユーカリ油０．８ｇと４－メチル
－２，３，５，６－テトラフルオロベンジル－２，２－ジメチル－３－（１－プロペニル
）シクロプロパンカルボキシレート０．１ｇに、ゲル化剤（オクチル酸アルミニウム）２
．０ｇ、ジエチレングリコールブチルエーテル１．０ｇ、及びイソパラフィン系炭化水素
１１４．６ｇを加え、ゲル状の飛翔害虫忌避剤１２０ｇを調製した。
これをポリエステル容器本体に充填し、４０％の有孔面積を有する蓋部材を容器本体の上
部開口部に取り付けて、ゲル状タイプの虫よけ器具を作製した。
この虫よけ器具は、実施例１と同様、蚊や蚋などの飛翔害虫に対して優れた忌避効果を示
した。
【実施例３】
【００２１】
実施例１に準じて、表１に示す各種飛翔害虫忌避剤を調製し、吸液芯を収容した虫よけ器
具に適用して下記の忌避効力試験を実施した。
［忌避効力試験］
密閉した６畳の部屋の中央に、金網で固定したマウス（吸血源）と供試虫よけ器具を設置
し、アカイエカ雌成虫５０匹を放ち、２時間後に供試虫を回収して吸血虫数を数え、吸血
率を求めた（処理区）。同時に同じ広さの部屋で虫よけ器具を設置せずに同様の試験を行
い（コントロール区）、その吸血率から次式に従って忌避率（吸血阻止率）を算出した。
忌避率（％）＝［コントロール区の吸血率－処理区の吸血率］／コントロール区の吸血率
　×１００
 
【００２２】
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【表１】

 
【００２３】
試験の結果、本発明の飛翔害虫忌避剤は、忌避成分として配合した炭素数が４～７のアル
コキシ又はシクロアルコキシ酢酸のアリルエステル化合物、及びフェノキシ酢酸のアリル
エステル化合物の作用に基づき、飛翔害虫に対してシトロネラールに勝る忌避効果を示し
、またいずれも火気に対する危険性が低く使用性の面でも優れたものであった。
これに対し、比較例１ないし比較例４に示すように、シトロネラール、ｐ－メンタン－３
，８－ジオール、テルピネオール、リナロールの忌避効果は、当該アリルエステル化合物
に比べて劣ることが認められた。また、アリルエステル化合物であっても、炭素数が４～
７の範囲から外れるエトキシ酢酸のアリルエステル（比較例５）は、忌避効果が低かった
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の飛翔害虫忌避剤（液剤形態）を適用した一使用形態の断面図を示　　す
。
【符号の説明】
【００２５】
　１．飛翔害虫忌避剤
　２．容器本体
　３．吸液芯
　４．中栓
　５．蒸発部支持体
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　６．蒸発部
　７．造花
 

【図１】
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